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特 集

　今年も、日本全国で様々な災害が発生し大きな被害が報告されています。
　「広報まつまえ」では、数回に分けて防災についての特集記事を掲載します。今回は、情報入手の方
法、避難情報の種類、指定避難所と適正を紹介します。

第 2回

正しい情報を迅速に入手することも命を守ることにつながります。

http://www.jma.go.jp/jp/warn/
f_0133100.html

松前町および渡島・桧山地方
に、注意報級、警報級の気象
変動が起こる可能性を確認す
るとができます。

局地的に短時間で降る雨の予報を30
分間隔で 6 時間先まで確認すること
ができます。
https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/

中小河川の洪水害発生危険度の高ま
りについて、予測を示しており、ど
こで危険度が高まるかを確認するこ
とができます。
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/
flood.html

レーダー観測などをもとに、
降水、雷、竜巻の予報を確認
することができます。
https://www.jma.go.jp/jp/
radnowc/

災害時は電話が繋がりにくくなります。電話が通じなくなった時のために災害用伝言ダイヤル
「１７１」を覚えておきましょう。

自宅の電話番号等

※NHKの場合

▲

押す

※お使いのテレビのメーカーに
より、ボタンの位置は変わります。

▲

リモコンで操作し【防災・生
活情報】を選択し決定ボタン
を押す。

警報や注意報などの災害情報
や町が開設した避難所などの
情報を確認できます。

自宅の電話番号等

松前町　http://www.town.matsumae.hokkaido.jp/　大規模災害発生時等は TOPページに情報が表示
商工観光課 Facebook ページ　https://www.facebook.com/matsumae.hokkaido/

！
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津波 高潮 大雨 地震 土砂災害 大雪
1 交流の里づくり館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 原口老人憩いの家 ○ ○ × × × ○
3 大島小学校体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 パートナーシップランド ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 江良町民体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 清部生活改善センター ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 茂草町内会館 × × × × × ○
8 静浦町内会館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 小島地区基幹集落センター × × × × × ○
10 小島小学校体育館 × × × × × ○
11 札前生活改善センター ○ ○ × × × ○
12 館浜体験交流センター ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 建石コミュニティーセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 松前高等学校体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 漁民センター × × ○ ○ ○ ○
16 松前中学校体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 松城小学校体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
18 道の駅北前船松前 × × ○ × ○ ○
19 ふれあい交流センター × × ○ × ○ ○
20 阿吽寺 ○ ○ ○ × ○ ○
21 松前町民体育館 × ○ × × × ○
22 法華寺 ○ ○ ○ × ○ ○
23 正行寺 ○ ○ ○ × ○ ○
24 月島福祉の家 × × ○ ○ ○ ○
25 朝日寿の家 × ○ × × × ○
26 上川生活改善センター × × × ○ ○ ○
27 大沢老人憩いの家 × × × ○ × ○
28 荒谷寿の家 × × × × × ○
29 白神寿の家 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 法徳寺 ○ ○ ○ × ○ ○
臨時豊福町内会館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

施　　設　　名 避難場所の適正

！ 町から発表される避難情報の違いをよく理解し、速やかな避難
を心がけてください。

！ 町が指定する避難所は、災害の種類により開設判断をして
います。

避難に時間を要する人（高
齢の方、障がいのある方、
乳幼児など）とその支援者
は避難を開始しましょう。
その他の人は、避難の準備
を整えましょう。

速やかに避難所へ避難しま
しょう。避難所への移動が
かえって命に危険を及ぼし
かねないと自ら判断する場
合には、近くの安全な場所
への避難やその時いる建物
内のより安全な部屋などへ
移動しましょう。

まだ避難していない人は、
緊急に避難所へ避難しまし
ょう。避難所への移動がか
えって命に危険を及ぼしか
ねないと自ら判断する場合
には、近くの安全な場所へ
の避難やその時いる建物内
のより安全な部屋などへ移
動しましょう。

　この他に、自主的な避難を希望される方のために、避難所を開設する場合もありますので、
上記の発令がされていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。
　必ずしも段階的に発表されるとは限らないので、ご注意ください。


